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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２６年２月１１日 １０時２０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位００６°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°２９.５′ 東経１３３°４４.２′） 

事故調査の経過  平成２６年３月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 ふじ、１２トン 

 ２６０－１８１９０岡山、砂田船舶株式会社 

 １３.００ｍ×３.７８ｍ×１.７０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、昭和５９年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 女性 ２６歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成２５年３月１日 

  免許証交付日 平成２５年３月１日 

         （平成３０年２月２８日まで有効） 

甲板員 男性 ７１歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、救命筏
いかだ

整備業者２人を同乗

させ、水島港のＪＦＥ岸壁（以下「本件岸壁」という。）に左舷着け

していたパナマ共和国船籍のばら積貨物船（以下「Ａ船」という。）

の船尾に設けられたクレーンにより、‘本船船尾に載せられた救命筏

３個をＡ船に移す作業’（以下「本件作業」という。）を行うため、Ａ

船の右舷船尾付近に着き、船首を東方に向けて漂泊し、救命筏整備業

者２人をＡ船に移乗させた後、Ａ船の右舷側から約１０ｍの距離を取

って平成２６年２月１１日１０時１５分ごろ本件作業を開始した。 

 船長は、操舵室後部入口のドアを開け、時折、後方の様子を見なが

ら、機関を前進、後進に適宜使用し、手動操舵で操船を行ったが、北

西風及び南東方向に向かう潮流により、本船をＡ船のクレーン付近に

位置させることが困難となった。 
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 右舷船尾甲板で本件作業を行っていた甲板員は、１個目の救命筏を

クレーンで吊
つ

り上げる作業中、本船が移動したため、Ａ船の操舵手

（以下「操舵手Ａ」という。）にクレーン停止の合図を行い、操舵手

Ａがクレーン操作を行っていたＡ船の甲板長（以下「甲板長Ａ」とい

う。）にクレーン停止の合図を行った。 

 甲板員は、船長に機関を後進にするように合図を送り、船長が機関

を後進にしたものの、本船が風潮流によって東方に流される状況とな

り、救命筏から手を離さず、救命筏を支えていたところ、１０時２０

分ごろ本船の船尾中央付近から海に転落した。 

 船長は、操船に集中し、甲板員の落水を見ていなかったが、甲板員

の叫び声を聞いて船尾に移動したところ、海面上に甲板員を発見し

た。 

 船長は、Ａ船の乗組員が甲板員に向けてロープ付き浮輪３個を投げ

入れたが、甲板員は掴
つか

むことができなかったので、本船にあったロー

プを投げ入れたが、甲板員はこれも掴むことができないでいたとこ

ろ、甲板員がうつ伏せで海面に浮いた状態となったことから、救助の

ために海へ飛び込んだ。 

 船長は、甲板員を本件岸壁まで引き寄せ、Ａ船の乗組員が甲板員を

同岸壁に引き揚げた。 

 船長は甲板員に人工呼吸を行い、その後、甲板員は、救急車で病院

に搬送されたが、１２日０５時４１分ごろ医師に死亡が確認され、死

因は溺水と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力  ４、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流 南東流約１～２ノット 

 その他の事項  本船の主な用途は、パイロットボートであり、船首喫水は約０.５

ｍ、船尾喫水は約０.８ｍであった。 

 本船には、スラスターはなかった。 

 船長は、本事故前、本件作業と同様の作業を３回ぐらい行ったこと

があり、本事故発生場所付近での作業経験もあったが、Ａ船での作業

は、本事故時が初めてであった。 

 船長と甲板員は、本件作業を行う前、打合せを行っていた。 

 船長は、甲板員とは本件作業と同じような作業を行ったことはなか

ったが、巨大船の本航路でのエスコートを行う総トン数３６トンの船

舶に雇い入れされており、同船に機関長として雇い入れされていた甲

板員とは気心は知れていた。 

 救命筏は、細索でくくった状態で本船に積み込まれ、あらかじめ救

命筏の２か所にフックが掛けられており、クレーンで吊り上げるだけ

の状態であった。 

 Ａ船は、揚げ荷役を行っており、満載の状態ではなかった。 

 Ａ船で本件作業を行っていたのは、甲板長Ａ及び操舵手Ａの２人で
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あった。 

 本事故発生場所付近の海面水温は、約１０℃であった。 

 甲板員は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 甲板員の死因は、溺水であった。 

 本船は、水島港の本件岸壁に着岸しているＡ船のクレーンで救命筏

を漂泊して吊り上げ中、風潮流に圧流されたことから、本船の船尾甲

板で救命筏を支えていた甲板員が、落水し、死亡するに至ったものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、水島港の本件岸壁に着岸しているＡ船のクレー

ンで救命筏を漂泊して吊り上げ中、風潮流に圧流されたため、本船の

船尾甲板で救命筏を支えていた甲板員が落水したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣等の着用に努めるとともに、適切な着用を心掛けるこ

と。 

 


